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告 示 

 

島根県告示第775号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので、同法第55条の３第１号の規定により告示する。 

令和５年11月24日 

島根県知事 丸 山 達 也 

医療機関の名称 所 在 地 指定年月日 

こまめクリニック 大田市大田町大田ロ814－３ 令和５年10月１日 

 

 

島根県告示第776号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第55条の３第２号の規定により告示する。 

令和５年11月24日 

島根県知事 丸 山 達 也 

医療機関の名称 所 在 地 廃止年月日 

仁寿診療所そじき 大田市祖式町1082番地２ 令和５年９月１日 

かいじょう薬局 出雲市塩冶町1560－５ 令和５年８月１日 

フロンティア薬局大田店 大田市大田町吉永1562－２ 令和５年９月１日 

 

 

島根県告示第777号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第

144号）第49条の規定により、法による医療支援給付を担当する機関を次のとおり指定したので、法第14条第４項におい

てその例によるものとされた生活保護法第55条の３第１号の規定により告示する。 

令和５年11月24日 

島根県知事 丸 山 達 也   

医療機関の名称 所  在  地 指定年月日 

Ｄ・Ｃ・Ｂ薬局 ラピタ店 島根県出雲市今市町87 令和５年10月２日 

 

 

島根県告示第778号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第

144号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があったので、法第14条第４項において

その例によるものとされた生活保護法第55条の３第２号の規定により告示する。 

令和５年11月24日 

島根県知事 丸 山 達 也   

医療機関の名称 所  在  地 指定年月日 
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Ｄ・Ｃ・Ｂ薬局 ラピタ店 島根県出雲市今市町87 令和５年10月２日 

 

 

島根県告示第779号 

 次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示す

る。 

  令和５年11月24日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 保安林予定森林の所在場所 

  江津市桜江町長谷3083－１ 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 

⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

  （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

 

島根県告示第780号 

 次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示す

る。 

  令和５年11月24日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 保安林予定森林の所在場所 

  雲南市掛合町掛合717、718、3651、3653、3672 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

 ⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

掛合町掛合717・718・3651・3672（以上４筆について次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 ⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に
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供する。） 

 

 

島根県告示第781号 

 次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示す

る。 

  令和５年11月24日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 保安林予定森林の所在場所 

  雲南市吉田町民谷字民谷992－１ 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

 ⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

字民谷992－１（次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に

供する。） 

 

 

島根県告示第782号 

 次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。 

  令和５年11月24日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 保安林予定森林の所在場所 

  大田市温泉津町湯里3773 

２ 指定の目的 

  土砂の崩壊の防備 

３ 指定施業要件 

 ⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 主伐は、択伐による。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

   伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び大田市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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島根県告示第783号 

 次のように保安林の指定施業要件を変更する予定の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３に

おいて準用する同法第30条の規定により告示する。 

  令和５年11月24日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所 

  仁多郡奥出雲町（次の図に示す部分に限る。） 

２ 保安林として指定された目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に

供する。） 

 

 

島根県告示第784号 

 漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28

号）第112条第１項の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同令第５条第３項の規定により、届出に係

る指定漁船調書を縦覧に供する。 

  令和５年11月24日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 届出事項 

 ⑴ 発起人の住所及び氏名 

   松江市鹿島町片句491－１   山本照夫 

        〃 鹿島町手結1671－７ 高橋幸丸 

       〃 鹿島町古浦601－17   川上清忠 

 ⑵ 加入区 

   恵曇加入区 

 ⑶ 漁船損害等補償法第113条第１項の申出をする漁業協同組合の名称 

     漁業協同組合ＪＦしまね 

２ 指定漁船調書の縦覧 

 ⑴ 縦覧期間 

   告示の日から15日間 

 ⑵ 縦覧場所 
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   漁業協同組合ＪＦしまね 


